
1 加入者等の状況

令和5年6月末現在の加入者数はⅡ0,107人(対前年同月比▲2.1%)であり、被保険者

数は57,474人(同▲0.3%)、被扶養者は認,6認人(同▲3.9%)となっています(扶養率は

0.932(※))。

被保険者のうち、疾病任意継続被保険者数は 2,177 人(同▲9.3%)で被保険者全体の

3.8%となっています。

また、令和5年6月末現在の船舶所有者数は5,598(同▲0.2%)となっています。

※75歳以上の強告1」被保険者989人を除いて算出Lている。

図1 被保険者の推移
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令和5年6月末現在の被保険者1人当たりの平均標準報酬月額は439,346円(同3.0%)

となっています。
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図2 平均標準報酬月額の推移
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2.医療費の状況

令和5年6月の加入者1人当たり医療費は 17,084円(対前年同月比5.4%)となっ

ており、うち、入院が 5,131円(同 3.5%)、入院外(調剤分を含む。以下同じ。)が

9,947円(同 7.4%)となっています。

加入者1人当たり医療費を三要素に分解してみると、入院では、受診率仂Π入者

1,000 人当たり件数)が 9.42件(同▲03%)、 1件当たり日数が 9.17日(同▲9.2%)、

1日当たり医療費が 59,399円(同 14.4%)となっており、入院外では、受診率仂Π入

者 1,000 人当たり件数)が 517.69件(同 8.4%)、1件当たり日数が 1.39日(同 1.0%)、

1日当たり医療費が 13,790円(同▲1.9%)となっています。
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図3 加入者1人当たり医療費の推移
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職務外の事由による疾病、負傷に関Lて保険給付が行われた医療費(下船後の療養補償を(注 1 )

除く)を対象としている、

q主2)「下船後の療養補償」とは、乗船中の職務外の傷病について、3ケ月の範囲で船舶所有者負

担の保険料で 10害11給付を行う保険給付である。

(注3) 1人当たり医療費上は医療費の水準を考える場合の指標であ1/、次の式により求められる、

1人当たり医療費=医療費総額÷ノ、数
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また、1人当たりの医療費は、次式のように、1.000 人当たり件数(医療費に係る場合を「受

診率」どいう。)、 1件当たり日数、 1日当たり医療費の三要素に分解するこどができ、 1 人

当たり医療費の変動を分析tる際に三要素ごどの変動をみるこ上が有効となる。

1 人当たり医療費=(受診率÷1.000)× 1件当たり日敷 X 1日当たり医療費
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3 保険給付の状況

(1)疾病給付

令和5年6月の保険給付費は 1,714百万円(対前年同月比2.6%)であり、うち、

医療給付費は 1,467 百万円(同 3.3%)、その他の現金給付費は 247 百万円(同▲

1.4%)となっています。

その他の現金給付費の主なものは、傷病手当金が218百万円、出産育児一時金

が28百万円となっています。

(百万円)

1,900

1,850

1,800

1,750

1,700

1,650

1,600

1,550

1,500

1,450

1,400

図4 保険給付費の推移
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(注) 職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関Lて行われた保険給付(下船後の療養補償

を除く)を対象どしている。

(2)職務上年金給付

令和5年6月末現在の協会が支給する新法職務上年金の受給者数は1β83人で

あり、うち、障害年金受給者数は 350 人、遺族年金受給者数は 1,認3 人となっ

ています。

新法職務上年金受給者の年金総額は4,130百万円であり、うち、障害年金受給

者の年金総額は 761百万円、遺族年金受給者の年金総額は 3,369 百万円となっ

ています。

また、障害年金受給者の平均年金月額は181,121円、遺族年金受給者の平均年

金月額は 183,151円となっています。
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(注 1 ) 「辛窮去」どは、雇用保険法等の一部を改正寸る法津(平成 19年法律第30号)(平成22年

1月1日施行)による改正前の船員保険法をいう、

「棄吊去職務上年金」.上は、宇吊去に基づく職務上年金をいう。平成 22年1月り、降は、職務上(注 2)
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年金は一般制度(労働者災害補償保険)に統合されているが、平成21年12月y前に発生し

た保険事故(職務上のケガや死亡)による新法職務上年金については、経過措置上Lて全国

健康保険協会が支給ナるこ上とされくいる。

図5 新法職務上年金受給者の推移(人)
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(3)その他

旧法職務上年金の受給者に対して協会が支給する特別支給金の令和5年6月末現

在の受給者は3,845人であり、うち、障害年金受給者は500人、遺族年金受給者は

3,345 人となっています。
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特別支給金受給者の推移
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q主1)「1辧去」とは、国民年金法等の一部を改正tる法津(昭和 60年法律第31号)佃召和 61年

1月1日施行)による改正前の船員保険法をいう。

(注2)「旧法職務上年金」とは、旧法に基づく職務上年金をいう。経過措置により平成 22年1

月以降は、旧法職務上年金(障害年金及び遺族年金)は日本年金機構が支給し、旧法職務上年

金の受給者に対する特別支給金は全国健康保険協会が支給する。
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